
「地域づくり推進交付金事業」について 
 

令和８年度「地域づくり推進交付金」について、以下のとおり募集を行いますので、

制度を有効に活用され地域の活性化にご活用ください。 

本交付金についての説明を希望される方はお近くの公民館へ連絡してください。 

        ＜只見町中央公民館＞ 

申 請 窓 口 

（お問合せ） 

只見公民館     朝日公民館     明和公民館 

（℡82－2141）  （℡84－2111）  （℡86-2111） 

事  業  名 

集落パワーアップ事業 
 
集落普請などへの活用で、集落負

担を緩和します。今年度から複数集

落による協働事業も該当します。 
（補助率：10/10、年間上限額：１５万円） 

※複数集落協働事業は、一集落につき 15

万円 

集会施設整備事業 
 
集会施設の蛍光灯照明からＬＥ

Ｄ照明への機器更新について支援

します。 
（補助率：10/10、年間上限額：なし） 

申請対象者 各集落区長 

申 請 締 切 

【１回目】  ５月２9 日（金）まで 

【２回目】  ７月２4 日（金）まで 

【３回目】 １０月１6 日（金）まで 

対 象 経 費 

□ 自走式除草機の購入費用 

（複数集落による協働購入含む） 

□ 重機等機械借上料（燃料費込） 

（自走式除草機借上含む、土砂上

げや倒木撤去に係る重機借上料） 

□ シルバー人材センター等への 

委託料（草刈りや倒木撤去等） 

□  集会施設の蛍光灯照明から 

ＬＥＤ照明への機器更新事業 
 
※ただし、既存のＬＥＤ照明機器

の更新及び電球交換のみについ

ては対象外 

対象外経費 

(１) 団体の運営を目的とする事業   

(２) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業 

(３) 他の補助事業での活用が望ましいとされる事業 

(４) 上記の他、補助することが適当でないと認められる事業 

事 務 手 順 

① 申請は、各地区公民館（以下「公民館」と記載）に申請書及び事業計

画書・収支予算書等必要書類を提出してください。 

② 各申請期間終了後、速やかに審査を行い交付決定の可否を申請者に通

知します（交付決定後、概算払により事業を実施することができま

す。）。交付決定前に事業を導入されたい場合は、事前着手届（誓約が

必要です）の提出が必要となります。 

③ 申請者は事業完了後、実績報告書及び写真等必要書類を公民館に提出

して下さい。公民館で審査後、申請者に交付額確定通知を送付します。 

そ の 他 

① 申請様式は各公民館にありますので、ご連絡ください。 

② 不明な点は各公民館へお問い合わせください。 

③ 申請者は集落区長となります。各集落で相談の上、区長名で申請願い

ます。 


